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診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
以

下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
」
と
い
う
。）附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
域
に
お
け

る
公
的
介
護
施
設
等
の
計
画
的
な
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
。
次
項
に
お
い
て

「
旧
介
護
施
設
整
備
法
」
と
い
う
。）第
七
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
に
つ

い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
地
方
自
治
法
施
行

令
」
と
い
う
。）第
百
七
十
四
条
の
三
十
一
の
二
第
一
項
及
び
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
十
第
一
項
の
規
定
は
、
こ

の
政
令
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条

の
三
十
一
の
二
第
一
項
中
「
地
域
に
お
け
る
公
的
介
護
施
設
等
の
計
画
的
な
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
と
あ

る
の
は
「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

れ
た
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
域
に
お
け
る
公
的
介
護
施
設
等
の
計
画
的
な
整
備
等
の
促
進
に
関
す

る
法
律
」
と
、「
介
護
施
設
整
備
法
」
と
あ
る
の
は
「
旧
介
護
施
設
整
備
法
」
と
、
旧
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十

四
条
の
四
十
九
の
十
第
一
項
中
「
介
護
施
設
整
備
法
」
と
あ
る
の
は
「
旧
介
護
施
設
整
備
法
」
と
す
る
。

（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

３

旧
介
護
施
設
整
備
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
交
付
金
（
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
介
護
施
設
整
備
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ

れ
る
も
の
を
含
む
。）に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
第
二
十
四
号
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
地
域
に
お
け
る
公
的
介
護
施
設
等
の
計
画
的
な
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
交
付
金
」
と
あ
る
の
は
、「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の

総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
」
と
い
う
。）第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
域
に
お
け
る

公
的
介
護
施
設
等
の
計
画
的
な
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
旧
介
護
施
設
整
備
法
」
と
い
う
。）第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
交
付
金
（
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
附
則

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
介
護
施
設
整
備
法
第
五
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。）」
と
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

政
令
第
二
百
二
十
六
号

診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
診
療
放
射
線
技
師
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
十
四
条
の
二
及
び
第
三
十
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
三
号
中
「
散
瞳ど

う

薬
」
を
「
散
瞳
薬
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

核
医
学
診
断
装
置

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

毒
物
及
び
劇
物
指
定
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
二
百
二
十
七
号

毒
物
及
び
劇
物
指
定
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
二
十
三
条
の
八
並
び
に
別
表
第
一
第
二

十
八
号
及
び
別
表
第
二
第
九
十
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

毒
物
及
び
劇
物
指
定
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
六
号
の
十
一
を
第
六
号
の
十
三
と
し
、
第
六
号
の
五
か
ら
第
六
号
の
十
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
六
号
の
四
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

六
の
五

一
e

ク
ロ
ロ
e

二
・
四
e

ジ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

六
の
六

ク
ロ
ロ
炭
酸
フ
エ
ニ
ル
エ
ス
テ
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

第
二
条
第
一
項
第
三
十
二
号
中

(170)
を

(172)
と
し
、

(107)
か
ら

(169)
ま
で
を

(109)
か
ら

(171)
ま
で
と
し
、

(106)
を

(107)
と
し
、
そ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(108)

（
四
Ｚ
）
e

四
e

ド
デ
セ
ン
ニ
ト
リ
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

第
二
条
第
一
項
第
三
十
二
号
中

(105)
を

(106)
と
し
、
@L
か
ら

(104)
ま
で
を
@C
か
ら

(105)
ま
で
と
し
、
Ķ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。@L

Ｎ
e

（
四
e

シ
ア
ノ
メ
チ
ル
フ
エ
ニ
ル
）
e

二
e

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
e

五
e

メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
カ
ル
ボ

キ
サ
ミ
ド
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

第
二
条
第
一
項
中
第
八
十
三
号
の
二
を
第
八
十
三
号
の
三
と
し
、
第
八
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
十
三
の
二

ピ
ロ
カ
テ
コ
ー
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
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